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【
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
】
第
十
五
弾 

『
慊
堂
諌
艸
』
註
釈(

三)
 

＝
太
田
資
始
の
継
嗣
に
関
す
る
意
見
書
＝ 

中
山
正
清 

（
ｊ

）
駒
千
代
の
祟
り
と
い
う
風
聞 

〇

然
し
か
る

所
と
こ
ろ

、
去
十
月
中
中
村
彦
右
衛
門

８

６

申
聞
候
は
、
此
度

こ
の
た
び

閬 ろ
う 

樹
院

じ
ゅ
い
ん

様
８

７

御
位
牌
両
地
と
も
御
菩
提
所

８

８

に
無
之
候
に
付
、
被 

仰
付
候
。
右
は
神
主

し
ん
し
ゅ

８

９

に
被
遊
候
間
、
右
寸
法
製
作
等
私
よ 

り
木
津
屋

９

０

へ
申
付
候
様 よ

う

、
且
又
御
裏
書
を
御
筆
に
而 

被
遊
候
間
、
御
文
草
案

可

仕

つ
か
ま
つ
る
べ
し

と
申
聞
候

９

１

。

扨 さ
て

此
閬
樹 

院
様
御
事
は
瑞 ず

い

華
院

け

い

ん

様
９

２

御
掛
り
に
而
御
撰
之
寛
永 

系
図

９

３

に
も
不
被
載

こ
れ
を
の
せ
ら

之 れ
ず 

御
先
代
様
い
ま
た だ

洋
之
進
様
と

奉
も
う
し

申

上

あ
げ
た
て
ま
つ
り

候
節
、
熱
海 

御
入
湯
に
而
始
而

は
じ
め
て

御
聞
に
入
、
其
地
医
王
寺

９

４

に
御
墓

並
な
ら
び
に 

御
位
牌
御
坐
候
に
付
御
参
詣
被
遊

あ
そ
ば
さ
れ

、
私
も
其
日
御
供
仕
候 

而
、
御
墓
も
今
に
相
覚
申
候

９

５

。
夫 そ

れ

よ
り
始
而
此
君
之
事
御 

家
中
に
て
も
存
候
事
に
御
坐
候
。
夫
よ
り
此
君
御
生
害

し
ょ
う
が
い

９

６ 
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被
遊
候
を
此
様
に
御
構

お
か
ま
い

無
之
に
よ
り
御
家
之
御
血
統 

御
衰
微

９

７

も
此
君
之
御

祟
た
た
り

も
や
と
申
様
之
説
も
有
之
、
御 

墓
所
な
と ど

も 

御
前
様
御
代

み

よ

に
相
成
り

９

８

長
塩
宗
山

９

９

勤
中
申
上
出
来
仕 

候
。
此
度

こ
の
た
び

尚
又
御
位
牌
之
事
被
仰
出
候
も
御
血
脈 

之 の 御
奥
様

１

０

０

御
癇
性

か
ん
し
ょ
う

１

０

１

に
被
為
入
、 

御
前
様
に
も
女 じ

ょ

中
腹

ち
ゅ
う
ば
ら

に
御
姫
様
両
度
御
誕
生
之
所 

皆
御
早
世

そ
う
せ
い

１

０

２

、
近
日
尚
又
女
中
流
産
仕
候
事
な
と ど

も
思
合 

候
故
、
右
御
位
牌
も
出
来
候
由
、

実
ま
こ
と

之
事
に
御
坐
候
哉 や

。 

８
６
・
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
も
の
と
み
ら
れ
る
『
遠
江
国
掛
川
分
限
帳
』
に
「
五
拾

俵
四
人
扶
持 

中
村
彦
一
」
、「
六
石
貮
人
扶
持 

勘
定
地
用
掛
り 

中
村
彦
作
」
が
載

っ
て
お
り
、
こ
の
い
ず
れ
か
、
ま
た
は
い
ず
れ
か
と
関
係
す
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
『
遠
江
掛
川
分
限
帳 

天
保
５
年
』
（
掛
川
市
立
図
書
館
図
書
館

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
掛
川
地
方
史
研
究
会
）
】 

８
７
・
太
田
駒
千
代
（
天
文
二
十
二
年
〈
一
五
五
三
〉
～
永
禄
七
年
〈
一
五
六
四
〉
）
の

こ
と
。
父
康
資
が
北
条
氏
康
に
背
き
安
房
に
逃
れ
た
と
き
、
駒
千
代
は
伊
豆
国
熱

海
の
医
王
寺
で
氏
康
に
よ
っ
て
自
害
さ
せ
ら
れ
た
。 

【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
』
三
七
三
頁
】 
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・
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
以
前
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
太
田
家
記
』
に
よ
れ
ば
、
康
資

の
孫
に
当
た
る
資
宗
の
姉
で
井
上
政
重
に
嫁
し
た
妙
浩
院
が
、「
駒
千
代
様
が
太
田
家

に
祟
っ
て
い
る
」
と
言
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
当
時
の
太
田
家
に
ど
ん
な
不
吉
な
こ

と
が
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
資
宗
の
長
男
資
政
に
つ
い
て

「
故
あ
り
て
嫡
を
除
れ
」（
わ
け
あ
っ
て
嫡
子
か
ら
除
か
れ
）
と
あ
る
の
に
関
係
す
る

か
も
し
れ
な
い
。 

そ
の
後
、
太
田
家
で
は
駒
千
代
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
太
田

資
言
が
藩
主
就
任
前
の
文
化
五
年
（
一
八
〇
五
）
に
慊
堂
ら
と
と
も
に
熱
海
に
遊
ん

だ
際
、
資
言
ら
は
駒
千
代
の
こ
と
を
知
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
。 

【
前
掲
『
以
善
会
レ
ポ
ー
ト 
第
一
〇
弾
』
「
斎
田
茂
先
の
歴
史
研
究
」
】 

８
８
・
太
田
家
の
江
戸
の
菩
提
所
本
行
寺
と
伊
豆
国
三
島
に
あ
る
菩
提
所
妙
法
華
寺
の

こ
と
。
妙
法
華
寺
に
は
主
に
太
田
家
宗
家
の
歴
代
当
主
が
、
本
行
寺
に
は
正
室
や

早
世
し
た
子
女
ら
が
葬
ら
れ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
家
譜
』
巻
之
三
～
巻
之
五
】
【
前
掲
『
掛
川
藩
か
ら

松
尾
藩
へ 

近
世
編
』
所
収
「
御
代
々
法
号
」
二
～
七
頁
】 

・
本
行
寺
は
、
太
田
道
灌
の
孫
資
高
が
江
戸
城
内
平
河
口
に
建
立
し
、
宝
永
（
一
七
〇

九
）
に
現
在
地(

荒
川
区
西
日
暮
里
）
に
移
転
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
東
京
都
荒
川
区
公
式
サ
イ
ト
「
本
行
寺
」
】 

８
９
・
神
主
（
し
ん
し
ゅ
）
は
、
儒
葬
で
死
者
の
官
位
・
氏
名
を
記
し
、
祠
堂
に
安
置
す
る

位
牌
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
神
主
」
項
】 

 
 

・
『
慊
堂
日
暦
』
文
政
七
年
十
一
月
六
日
条
に
、
以
下
の
記
事
が
あ
る
。 

 

君
命
に
て
閬
樹
公
の
神
主
を
作
る
。
梓
人
を
召
し
て
こ
れ
を
謀
る
べ
し
。
今
日

は
山
荘
に
入
る
を
以
て
、
檉
宇
よ
り
の
帰
次
、
梓
人
を
よ
ぎ
っ
て
そ
の
木
を
庇

す
。 

 

梓
人
（
し
じ
ん
）
は
大
工
の
棟
梁
。
慊
堂
は
駒
千
代
の
神
主
を
作
る
よ
う
資
始
か
ら

命
じ
ら
れ
、
林
述
斎
の
息
子
で
あ
る
檉
宇
の
と
こ
ろ
か
ら
隠
居
場
の
石
経
山
房
に
帰

る
途
中
、
大
工
の
棟
梁
の
と
こ
ろ
に
寄
っ
て
、
神
主
用
の
木
材
を
確
保
し
た
と
い
う
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意
味
か
。 

【
前
掲
『
慊
堂
日
暦
１
』
】 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
梓
人
」
項
】 

９
０
・
註
８
９
に
み
え
る
梓
人
（
大
工
の
棟
梁
）
の
こ
と
か
。 

９

１
・
『
慊
堂
日
暦

』

文
政
七
年
十
一
月
二
十

八
日
、
二
十
九
日
条
に

、
以
下
の
記
事 

 
 

 
 

が
あ
る
。
駒
千
代
の
位
牌
に
記
す
文
案
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 

〇
閬
樹
院
君
の
牌
主 

 
 

 

重
正
、
瑞
、
見
、
高
、
随
、
慈
、
大
、
悟
、
見
。
永
禄
七
年
八
月
二
十
八
日
。
閬
樹

院
殿
（
駒
千
代
）
。
背
に
十
世
の
祖
を
記
す
。
覚
林
院
殿
の
伯
兄
。
駒
千 

代
君

は
年
十
二
に
て
熱
海
医
王
寺
に
て
自
刃
し
、
因
っ
て
こ
こ
に
葬
る
。
後
二
百
六

十
一
年
、
始
め
て
牌
主
を
江
戸
谷
中
村
本
行
寺
墳
廟
の
室
中
に
置
く
。
従
孫
欠

欠

敬
書
。 

 
 

【
前
掲
『
慊
堂
日
暦
１
』
】 

９
２
・
頭
註
に
「
資
宗
」
。 

・
太
田
資
宗
（
慶
長
五
年
〈
一
六
〇
〇
〉
～
延
宝
八
年
〈
一
六
八
〇
〉
）
。
寛
永
十
年

（
一
六
三
三
）
か
ら
六
人
衆
（
後
の
若
年
寄
）
の
一
人
と
し
て
幕
政
に
参
画
。
同
十 

五
年
か
ら
三
河
西
尾
藩
（
三
万
五
千
石
）
藩
主
。
同
十
八
年
か
ら
『
寛
永
諸
家
系
図

伝
』
編
纂
に
着
手
し
同
二
十
年
完
成
。
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
か
ら
遠
江
浜
松
藩

（
三
万
五
千
石
）
藩
主
。 

 
 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
「
太
田
資
宗
」
項
】 

９
３
・『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
の
こ
と
。
同
書
の
太
田
氏
系
図
に
駒
千
代
は
載
っ
て
い
な
い
。 

 
 

 

【
『
寛
永
諸
家
系
図
伝 

第
三
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
〇
年
）
三
九
頁
】 

９
４
・
熱
海
市
咲
見
町
に
あ
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）

四
月
十
八
日
の
大
火
ま
で
は
同
市
銀
座
町
に
あ
っ
た
が
、
同
十
四
年
に
現
在
地
に
移

転
し
た
。
旧
境
内
に
あ
っ
た
駒
千
代
の
墓
な
ど
も
、
こ
の
と
き
移
し
た
が
、
大
正
四

年
（
一
九
一
五
）
に
鉄
道
省
に
よ
っ
て
熱
海
線
の
敷
地
と
し
て
墓
地
が
買
収
さ
れ
た

た
め
、
さ
ら
に
桃
山
町
に
移
転
し
た
。
明
治
十
四
年
に
駒
千
代
の
墓
を
移
す
と
き
、

墓
地
か
ら
刀
が
出
土
し
、
同
寺
は
太
田
家
に
贈
っ
た
と
い
う
。 

【
太
田
君
男
著
『
熱
海
物
語
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
）
二
三
九
頁
】 

９
５
・
医
王
寺
に
あ
っ
た
駒
千
代
の
墓
に
つ
い
て
慊
堂
は
「
医
王
寺
閬
樹
公
墓
」
と
い
う
文
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で
、
「
木
こ
り
や
牛
飼
い
が
勝
手
に
入
り
込
み
、
犬
や
ウ
サ
ギ
が
歩
き
回
っ
て
い
る
」

（
原
漢
文
）
と
し
、「
惨
め
な
気
持
ち
で
楽
し
む
こ
と
は
な
か
っ
た
」（
同
）
と
、
墓
を

見
た
資
言
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
八
月
、
藩
主
の
資
順
が

墓
を
再
建
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
「
斎
田
茂
先
の
歴
史
研
究
」
】 

９
６
・
殺
す
こ
と
。
自
ら
死
ぬ
こ
と
。
自
害
。 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』「
生
害
」
項
】 

９
７
・
太
田
家
の
血
統
の
「
衰
微
」
は
、
当
主
の
資
順
、
資
言
が
数
年
の
う
ち
に
相
次
い
で

亡
く
な
り
嗣
子
が
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
資
愛
の
長
男
で
資
順
・
資
言
の

兄
資
武
が
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
二
十
四
歳
で
父
に
先
立
っ
て
死
去
し
、
資
武
の

子
湧
之
助
も
早
世
し
て
い
る
。 

【
前
掲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
巻
』
三
八
二
頁
】 

９
８
・
医
王
寺
の
駒
千
代
墓
所
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
資
順
が
再
建
し
て
い
る
（
註

９
５
参
照
）
の
で
、
資
始
は
本
行
寺
に
も
駒
千
代
の
墓
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。 

９
９
・
長
塩
信
方
（
寛
保
二
年
〈
一
七
四
二
〉
～
文
政
六
年
〈
一
八
二
三
〉
）
、
宗
山
と
号
す
。

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
資
言
、
慊
堂
ら
が
熱
海
に
遊
び
、
駒
千
代
を
再
発
見
し
た

と
き
に
同
行
。
信
方
の
死
後
、
慊
堂
は
『
宗
山
居
士
画
像
賛
序
』
を
書
い
て
い
る
。
息

子
の
信
行
も
慊
堂
と
親
し
か
っ
た
。 

 
 

 

【
前
掲
『
松
崎
慊
堂
』
一
一
〇
頁
】 

 
 

・
通
称
は
祐
左
衛
門
。
近
習
、
近
習
頭
用
人
兼
公
用
人
を
務
め
た
。
禄
高
は
百
石
。 

【
『
松
崎
慊
堂
全
集 

二
』
（
冬
至
書
房
、
一
九
八
八
年
）
所
収

「
宗
山
居
士
画
像
賛
并
序
」
四
六
二
頁
】 

 

【
『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典 

４
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
八
年
） 

「
掛
川
藩
」
項
】 

１
０
０
・
資
言
の
娘
、
名
は
條
。
母
は
越
後
長
岡
藩
主
牧
野
忠
精
の
娘
の
見
修
院
。
「
気

疾
」
の
た
め
夫
の
資
始
が
大
坂
城
代
、
京
都
所
司
代
と
し
て
現
地
に
赴
任
し
て
も
同

行
で
き
な
か
っ
た
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
八
月
十
七
日
死
去
。
享
年
二
十
六
。 

 
 

 

【
『
松
崎
慊
堂
全
集 

二
』（
冬
至
書
房
、
一
九
八
八
年
）
所
収

「
君
夫
人
墓
誌
」
一 

八
九
～
一
九
一
頁
】 

１
０
１
・
神
経
過
敏
で
激
し
や
す
い
性
質
。 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
癇
性
」
項
】 

１
０
２
・
『
慊
堂
諌
艸
』
の
書
か
れ
た
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
ま
で
に
早
世
し
た
資
始 

 

の
子
は
智
福
君
（
文
政
四
年
五
月
二
十
日
死
去
）
、
恵
厳
君
（
同
六
年
六
月
二
十
三
日
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死
去
）
が
い
る
。 

【
『
御
年
回
六
十
之
図
』
：
太
田
家
歴
代
当
主
や
妻
室
、
子
女
の
法
号
、 

死
去
の
年
月
日
を
記
す
。
掛
川
市
立
中
央
図
書
館
に
コ
ピ
ー
蔵
】 

 

（
ｋ
）
「
埒
も
な
き
」
忠
誠 

御
奥
に
而
は
見
修
院
様

１

０

３

被
相

あ

い

こ

越 さ
れ

、 

御
奥
様
に
御
病
気
之
祈
祷
と
て
御

勧
す
す
め

被
申
上
毎
日
鰻 ば

ん 

鱺 れ
い

１

０

４

を
放
生

ほ
う
じ
ょ
う

１

０

５

御
坐
候
由
。
右
は
風
聞
に
而
虚
実
之
事
は
指 さ

し 

置 お
き

、
右
様
之
風
聞
御
坐
候
も
、
皆
御
血
統
御
衰
微 

御
前
様
御
養
君
に
被
為
入
候
事
故 ゆ

え

、
御
側
近
面
々
存
付

ぞ
ん
じ
つ
き

１

０

６ 

奈
何

い

か

よ

様 う

に
も
此
上
之
御
繁
盛
を
願
候
心
よ
り
起
る
事
に
而
、 

い
つ ず

れ
神
妙
之
事
、
其
忠
誠
感
し じ

入
候
事
に
御
坐
候
。

乍
し
か
し 

然
な
が
ら

理
否
不
相
分

あ
い
わ
か
ら
ざ
る

之
心
よ
り

起
お
こ
り

候
忠
誠
に
而
、
必
竟
埒 ら

ち

も
無 

き
１

０

７

乳
母
か
ゝ

１

０

８

之

誠
ま
こ
と

に
御
坐
候
。
放
生
之
事
な
と ど

は
取
揚

と
り
あ
げ

て 

論
す ず

る
に
不
足

た

ら

ず

候
。 

１
０
３
・
資
言
の
正
室
で
條
の
生
母
。
牧
野
忠
精
の
娘
。 

【
前
掲
「
君
夫
人
墓
誌
」
一
八
九
頁
】 

・
牧
野
忠
精
（

宝
暦
十

年
〈
一
七
六
〇

〉
～
天

保
二
年
〈
一
八
三
一

〉
）
は
、
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
越
後
長
岡
藩
主
を
継
ぎ
、
松
平
定
信
失
脚
（
寛
政
五
年
〈
一
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七
九
三
〉
）
後
に
改
革
路
線
を
引
き
継
い
だ
「
寛
政
の
遺
老
」
の
一
人
。
享
和
元
年
（
一

八
〇
一
）
か
ら
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
ま
で
老
中
を
務
め
た
。 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
「
牧
野
忠
精
」
項
】 

 
 

【
前
掲
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
「
江
戸
幕
府
諸
職
表
」
】 

・
見
修
院
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
八
月
十
六
日
に
死
去
。 

 

【
前
掲
『
御
年
回
六
十
之
図
』
】 

１
０
４
・
う
な
ぎ
。 

 

【
諸
橋
徹
次
著
『
大
漢
和
辞
典 

巻
十
二
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
五
九
年
）

「
鰻
鱺
」
項
】 

１
０
５
・
捕
え
た
生
物
を
放
ち
逃
が
す
こ
と
。
仏
教
で
慈
悲
の
行
い
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
放
生
」
項
】 

１
０
６
・
思
い
つ
き
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
存
じ
付
き
」
項
】 

１
０
７
・
つ
ま
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
埒
も
無
い
」
項
】 

１
０
８
・
嬶
。
庶
民
社
会
で
、
自
分
の
妻
ま
た
は
他
家
の
主
婦
を
親
し
ん
で
呼
ぶ
称
。
か
か

あ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
旺
文
社
古
語
辞
典
』「
か
か
」
項
】 

 

（
ｌ
）
二
百
年
以
上
後
に
祟
る
の
は
不
道
理 

武 ぶ

庵 あ
ん

様
１

０

９

小
田
原
御
出
奔

し
ゅ
っ
ぽ
ん

１

１

０

之
節
、
閬
樹
院
様
は
御
嫡 

子
之
事
故 ゆ

え

さ
そ ぞ

や
御
連
れ
房
州

ぼ
う
し
ゅ
う

１

１

１

へ
被
為
落
度

お

と

さ

れ

た

く

思
召
さ 

ん
な
れ
と ど

も
、
右
様

み
ぎ
よ
う

被
遊
候
内
に
は
御
身
之
上
危
く
道 

潅
様
之
御
血
統
も
夫
迠

そ
れ
ま
で

に
絶
候
故
、

無

拠

よ
ん
ど
こ
ろ
な
く

其
儘

そ
の
ま
ま

に
被 さ

し 

指
置

お

か

れ

御
出
奔
被
遊
候
故
、
御
家
今
日
之
御
繁
栄
も 

被 あ
ら

為
在

せ

ら

れ

候
。
戦
国
之
世
武
家
之
子
君
父
之
た
め
死
ぬ
る 
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は
当
り
ま
へ

前

之
事
、

聊
い
さ
さ
か

も
可
恨

う
ら
む
べ
き

道
理
無
之
候
。
万
一
閬 

樹
院
様
御

祟
た
た
り

御
坐
候
は
ゝ ば

、
御
舎
弟
重
正
君

１

１

２

御 

旗
下

は
た
も
と

に
被
為
召

め

さ

れ

候
節
か
、
其
御
子
瑞
華
院
様
御
大 

名
に
被
為
成
候
節

１

１

３

に
御
祟
可
有
之

こ
れ
あ
る
べ
し

。
そ
れ
は
な
く
て
二 

百
四
五
十
年
の
後
十
二
歳
之
御
小
児
様

１

１

４

か が

始
而

は
じ
め
て

御
祟 

に
而 て

御
血
統
も
た 絶

へ
、 

御
奥
様
御
癇
性
、
御
姫
様
連
々

れ
ん
れ
ん

御
早
世
な
と ど

と
申 

事
、
可
被
遊
道
理
無
之

ど

う

り

に

こ

れ

な

く
あ

そ

ば

さ

れ

候
。
／ 

１
０
９
・
頭
註
に
「
康
資
」
。 

・
太
田
康
資
（
享
禄
四
年
〈
一
五
三
一
〉
～
天
正
九
年
〈
一
五
八
一
〉
）
。
北
条
氏
康
に

従
っ
て
武
田
信
玄
と
の
戦
い
で
武
勇
を
知
ら
れ
る
。
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
冬
、
氏

康
に
背
き
安
房
に
逃
れ
、
里
見
義
弘
に
属
す
。
同
七
年
に
氏
康
と
義
弘
が
戦
っ
た
下

総
国
府
台
の
戦
い
で
、
康
資
は
八
尺
の
鉄
杖
を
振
る
っ
て
多
く
の
敵
兵
を
撃
っ
た
。 

【
前
掲
『
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
巻
』
三
七
二
～
三
七
三
頁
】 

１
１
０
・
逃
げ
て
跡
を
く
ら
ま
す
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』「
出
奔
」
項
】 

１
１
１
・
安
房
国
の
別
称
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
房
州
」
項
】 

１
１
２
・
頭
註
に
「
重
政
」
。 

・
太
田
重
正
（
永
禄
四
年
〈
一
五
六
一
〉
～
慶
長
十
五
年
〈
一
六
一
〇
〉
）
。
太
田
康
資

の
子
、
駒
千
代
の
弟
、
徳
川
家
康
の
側
室
英
勝
院
の
兄
。
康
資
が
安
房
に
移
っ
た
の
に

従
っ
た
が
、
父
の
死
後
は
佐
竹
義
重
に
仕
え
て
い
た
一
族
の
資
正
（
三
楽
斎
）
を
頼
り

常
陸
へ
赴
く
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
、
家
康
が
関
東
入
国
に
当
た
り
名
家
の
諸
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士
を
召
し
た
と
き
、
重
正
も
応
じ
て
武
蔵
国
豊
島
郡
で
五
百
石
を
領
し
た
。 

 
 

【
前
掲
『
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
巻
』
三
七
三
～
三
七
五
頁
】 

１
１
３
・
太
田
氏
で
初
め
て
大
名
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
は
資
宗
。
註
９
２
参
照
。 

１
１
４
・
駒
千
代
の
こ
と
。 

 

（
ｍ

）
祟
る
と
す
れ
ば
太
田
家
三
十
余
代
の
霊 

／
〇
も
し
や
世
人
の

申
も
う
す

祟
り
と 

申
事

弥
い
よ
い
よ

有
之
事
な
ら
は ば

、
私
所
見
は
大
に
違
ひ
申
候
。 

抑
そ
も
そ
も

御
家
の

初
は
じ
め

は
清
和

１

１

５

の
皇
子
桃
園

も
も
ぞ
の

親
王

１

１

６

よ
り
源
三

げ
ん
ざ
ん 

位 み

頼
政
卿

１

１

７

以
来
、
道
灌
様
を

盛
さ
か
り

と
す
。
夫 そ

れ

よ
り
見
了
院 

様
に
い
た
り
始
而

は
じ
め
て

御
血
脈
絶
へ
さ
せ
ら
れ
候
。
誰
に
も
せ
よ 

其
子
其
孫
を
外 ほ

か

に
い
た
し
、
何
の
罪 つ

み

咎 と
が

も
な
き
血
脈
を 

打
捨
置

う
ち
す
て
お
き

、
他
人
の
子
孫
を
養
子
に
し
て
先
祖
以
来
之
家 

を
譲
り
与
へ
候
事
あ
る
へ べ

き
や
。
も
し
左
様

さ

よ

う

之
事
を 

子
孫
に
い
た
し
た
ら
ん
に
は
、
先
祖
た
る
も
の
も
し
存
生

ぞ
ん
じ
ょ
う 

な
ら
は ば

承
知
い
た
す
ま
し じ

く
、
さ
れ
は ば

死
後
之
霊
有
之 

候
は
ゝ ば

心
よ
き
事
は
無
之
、
祟
り
も
有
ら
は ば

あ
る
へ べ

し
。
桃
園 

親
王
以
来
三
十
余
代
の
御
先
祖
様
方
も
し
尊
霊
如 じ

ょ 
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在 さ
い

１

１

８

な
ら
は ば

、
御
末
家
に
御
血
統
あ
る
を 

御
先
代
様
御
役
人
共
御
構

お
か
ま
い

不
申
、
武
内
宿
祢

た
け
の
う
ち
の
す
く
ね

公
１

１

９

の
御 

子
孫

１

２

０

に
何
故 ゆ

え

な
く
御
家
を
御
継
せ
申
た
ら
は ば

、
此
こ
そ 

三
十
余
代
之
尊
霊
御
恨
一 ひ

と

団
か
た
ま

り
に
な
り
候
て
祟
玉 た

ま

ふ 

事
も
可
有
之
候
。
个
様

か

よ

う

之
事
和
漢
に
例

甚
は
な
は
だ

多
候
得
と ど

も 

私
共
は
決
而

構
か
ま
い

１

２

１

不
申
。
／ 

１
１
５
・
清
和
天
皇
（
在
位
天
安
元
年
〈
八
五
八
〉
～
貞
観
十
八
年
〈
八
七
六
〉
）
。
史
上
初

め
て
の
幼
帝
で
、
藤
原
良
房
・
基
経
が
政
治
を
主
導
し
た
。 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
「
清
和
天
皇
」
項
】 

１
１
６
・
清
和
天
皇
の
皇
子
貞
純
親
王
の
こ
と
で
、
そ
の
子
孫
が
清
和
源
氏
と
さ
れ
る
。

『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
貞
純
親
王
が
一
条
大
宮
の
桃
園
池
で
七
尺
の
龍
と
な
っ
た

と
い
う
夢
を
多
く
の
人
が
見
た
た
め
、
桃
園
親
王
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
六
〇
上 

尊
卑
分
脉 

第
三
篇
』 

（
一
九
六
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
六
〇
頁
】 

１
１
７
・
源
頼
政
（
寛
弘
元
年
〈
一
一
〇
四
〉
～
治
承
四
年
〈
一
一
八
〇
〉
）
。
平
氏
政
権
下

で
従
三
位
に
ま
で
昇
進
し
た
が
、
治
承
四
年
に
以
仁
王
を
奉
じ
て
反
平
氏
の
兵
を
挙

げ
、
宇
治
で
敗
死
し
た
。
弓
の
名
手
、
歌
人
と
し
て
も
有
名
。 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
「
源
頼
政
」
項
】 

・
太
田
家
は
頼
政
の
子
孫
を
称
し
た
。 

【
前
掲
『
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
四
巻
』
三
六
九
頁
】 

１
１
８
・
神
を
祭
る
の
に
、
眼
前
に
神
が
い
る
よ
う
に
、
つ
つ
し
み
か
し
こ
む
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』「
如
在
」
項
】 

１
１
９
・
武
内
宿
祢
は
景
行
天
皇
か
ら
仁
徳
天
皇
ま
で
の
五
代
に
仕
え
た
と
い
う
伝
説
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上
の
人
物
。 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』
「
武
内
宿
祢
」
項
】 

・
堀
田
氏
が
祖
と
称
す
る
紀
氏
は
武
内
宿
祢
の
子
孫
と
さ
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
十
巻
』
四
〇
四
～
四
〇
六
頁
】 

１
２
０
・
堀
田
氏
出
身
の
資
始
の
こ
と
。 

１
２
１
・
気
に
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
構
う
」
項
】 

 

（
ｎ

） 

男
系
が
大
切
な
理
由 

／
〇
必
竟

ひ
っ
き
ょ
う

男
子
血
脈
に
て
家
を
継 

候
訳 わ

け

、
何
に
よ
ら
す ず

男
女
雌
雄
牡 ひ

ん

牝 ぼ

と
も
人
よ
り
鳥
獣 

迠 ま
で

男
の
方
の
種
を
女
の
方
に
う
け
て
そ
れ
を
子
宮
の 

内
に
而 て

育
て
、
人
は
十
月

と

つ

き

に
て
生
れ
馬
は
十
二
月
に
て
生
れ
申 

候
故
、
男
な
ら
て で

は
種
無
之

こ
れ
な
く

女
を お

ら
ね
は
其
種
を
育
す 

る
事
出
来
不
申
候
。
な
れ
と ど

も
女
に
種
な
き
故
貴
人
の 

種
を
下
賤
の
女
か が

産
み
候
て
も
、
や
は

れ
（
マ
マ
）

貴
人
に
御
坐
候
。 

貴
人
の
女
に
賤
男

し

ず

お

の
種
を
産 う

み

候
て
も
貴
人
に
は
な
り
不 

申
候
。
此
に
て
血
脈
の
道
理
粗 ほ

ぼ

明
に
分
り
申
候
。
／ 

 

（
ｏ

）
死
者
に
喜
怒
な
く
祟
り
は
な
い 

／
然
所
、
神 か

み 
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不
享

は
ひ
る
い

非
類

を
う
け
ず

１

２

２

と
て
先
祖
死
後
の
魂
魄

こ
ん
ぱ
く

１

２

３

を
神
と
申
て
血 

脈
か が

一
気
故 ゆ

え

、
血
脈
の
子
孫
に
其
神
よ
り

１

２

４

候
而
祭
を
う
け 

申
候
。
種
か
わ
り
の
異
姓
に
は
血
脈
の
か
よ
ひ
無
之
故

こ
れ
な
き
ゆ
え

、
祭 

り
候
と
て
も
先
祖
の
神
受
け
る
道
た
へ

絶

え

申
候
。
左 さ

す
れ
は ば

異 

姓
に
て
其
家
を
受
れ
は ば

、
た
と
へ
女
に
婿
を
取
り
て
も
其
子 

は
婿
の
血
脈
故 ゆ

え

女
の
先
祖
と
は
血
脈
の
か
よ
ひ
無
之

こ
れ
な
く

候 

故
、
他
姓
に
て
受 う

く

れ
は ば

其
家
の
先
祖
よ 拠

り
所
を
失
ひ
申
候
。 

其
を
神
不
享
非
類
と
申
候
な
れ
は ば

、
先
祖
の

恨
う
ら
み

は

定
さ
だ
め 

而 て

可
有
之
な
れ
と ど

も
、
死
者
神
と
な
る
上
は
生
人

せ
い
じ
ん

の
よ
う 

に
其
心
に
喜
怒
な
と ど

も
な
く
、
惟 た

だ

子
孫
に
よ
り
候
迠 ま

で

故
、 

祟
と

申
も
う
す

事
は
無
之
候
。
／ 

１
２
２
・
神
は
非
類
を
享
け
ず
（
神
は
祭
祀
す
べ
き
で
な
い
者
の
祭
祀
は
受
け
な
い
）
。

『
春
秋
左
氏
伝
』
の
以
下
の
話
の
中
に
、
「
神
不
歆
非
類
」
の
語
が
出
て
く
る
。 

 

晋
の
恵
公
が
讒
言
の
た
め
に
自
殺
し
た
恭
太
子
を
改
葬
し
た
が
、
太
子
の
霊
は

狐
突
に
「
天
帝
が
晋
を
秦
に
与
え
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
、
私
の
霊
は
秦
が
祭

る
こ
と
に
な
る
」
と
話
し
か
け
た
。
こ
れ
に
対
し
狐
突
は
「
神
は
祭
る
べ
か
ら

ざ
る
者
の
祭
を
受
け
な
い
し
、
民
は
祭
る
べ
か
ら
ざ
る
他
族
の
祭
り
を
し
な
い

と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
も
し
晋
を
秦
に
与
え
れ
ば
、
あ
な
た
の
祭
は
絶
え
る
の
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
に
民
に
は
罪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
罪
な
き
民
に
亡
国

の
苦
し
み
を
受
け
さ
せ
、
あ
な
た
の
祭
を
絶
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど

う
か
よ
く
お
考
え
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
た
。
す
る
と
太
子
の
霊
は
「
承
知
し
た
。

も
う
一
度
天
帝
に
お
願
い
し
よ
う
」
と
、
晋
を
秦
に
与
え
る
こ
と
を
中
止
し
て

恵
公
を
秦
に
敗
戦
さ
せ
る
こ
と
で
恵
公
だ
け
を
罰
す
る
こ
と
と
し
た
。 

【
鎌
田
正
著
『
新
釈
漢
文
大
系
第
三
〇
巻 

春
秋
左
氏
伝
一
』 

（
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
）
三
〇
二
～
三
〇
三
頁
】
、 

 
 

 

【
久
富
木
成
大
「
釈
巫
史―
『
左
伝
』
に
お
け
る
占
い
と
予
言
」
（
『
金
沢
大
学
教

養
部
論
集 

人
文
科
学
篇
』
〈
一
九
八
七
年
〉
）
一
〇
～
一
一
頁
】 

１
２
３
・
（
死
者
の
）
た
ま
し
い
。
精
霊
・
霊
魂
。 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
魂
魄
」
項
】 

１
２
４
・
神
霊
・
物
の
怪
な
ど
が
乗
り
移
る
。 

【
前
掲
『
広
辞
』
「
寄
る
・
凭
る
・
頼
る
」
項
】 

 

（
ｐ

）
道
理
に
暗
い
人
ば
か
り 

／
必
竟

ひ
っ
き
ょ
う

祟
と
申
も
の
は
死
者 

は
無
之
、
皆
生
者
の
心
よ
り

起
お
こ
り

申
候
。
生 い

き

て
居
る
も
の
死
者 

に
対
し
何
そ ぞ

不
道
理
の
事
有
之
よ
り
、
何
か

禍
わ
ざ
わ
い

か が

有
か
迷 

惑
な
事
有 あ

る

か
す
れ
は ば

、
彼 か

の

死
者
之
祟
て で

は
な
き
や
と
疑 

ふ
所
に
、
坊
主
や
山
伏
や
か が

説 と
く

を
乳
母
や
か
ゝ
よ
り
と
や
か
く 

申
も
う
す

を
い
つ
と
な
く
真 ま

に
う
け
る
よ
り
心
の

迷
ま
よ
い

と
な
り
、
竹 

の
葉
が
動
て
も

鼡
ね
ず
み

か が

騒
い
て で

も
そ
れ
出
た
そ
れ
来
た
と
存 

す ず

る
よ
う
に

恐
お
そ
れ

候
も
の
也
。
其
心
か が

積
り
候
と
病
気
に
な
り 
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た
り
或
は
狂
気
し
た
り
横
死

お

う

し

１

２

５

し
た
り
す
る
に
い
た
る
。
此
は 

兼 か
ね

て
御
読
遊
し
ゝ
左
伝

１

２

６

に
妖 よ

う

由
人

ゆ
う
じ
ん

興
き
ょ
う

１

２

７

と
御
坐
候
也
。 

然
れ
は ば

道
理
之

明
あ
き
ら
か

な
る
人
に
は
祟
と
申
事
無
之
候
。
道 

理
之
暗
き
も
の
か が

寄
合
て
其
心
か が

一

団
か
た
ま

り
に
な
り
候
得
は ば

、 

夫
か が

祟
と
な
り
候
て
其
家
か が

た 絶

へ え

亡
ほ
ろ
び

る
に
い
た
る
も
ま
ゝ 

御
坐
候
。
さ
れ
は ば

世
に
祟
な
し
と
申
道
理
迠

明
あ
き
ら
か

に
見
抜 

候
も
の
は
万
人
に
一
人
も
な
く
、
い
つ ず

れ
も
道
理
暗
き
人
は ば 

か
り
に
御
坐
候
。
そ
れ
等 ら

の
迷
の
心
よ
り
起
る
か が

誠
も

偽
い
つ
わ 

り
も
一

団
か
た
ま
り

に
な
り
て
祟
と
申
事
に
相
成
り
候
。
／ 

１
２
５
・
事
故
・
殺
害
な
ど
、
思
い
が
け
な
い
災
難
で
死
ぬ
こ
と
。
不
慮
の
死
。
非
業
の

死
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
横
死
」
項
】 

１
２
６
・
孔
子
が
魯
国
の
記
録
を
筆
削
し
た
と
い
う
史
書
『
春
秋
』
の
注
釈
書
の
一
つ
『
春

秋
左
氏
伝
』
の
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』「
左
伝
」
項
】 

１
２
７
・
妖
は
人
に
由

り
て
興
る
な
り
（
妖
し

い
こ
と
は
人
間
に
よ
っ
て
起
こ
る
）
。 

 

『
春
秋
左
氏
伝
』
に
以
下
の
よ
う
な
話
が
載
っ
て
い
る
。 

 
 

鄭
の
城
内
の
蛇
と
城
外
の
蛇
が
戦
い
、
城
内
の
蛇
が
死
ん
だ
六
年
後
、
鄭
の
君

主
ら
が
殺
さ
れ
、
追
放
さ
れ
て
い
た
鄭
の
厲
公
が
都
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
を
聞
い
た
魯
の
壮
公
が
大
夫
の
申
繻
に
「
や
は
り
そ
の
よ
う
な
怪
し
い
こ

と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
尋
ね
る
と
、
申
繻
は
「
人
が
気
に
し
て
い
る
こ
と

が
あ
る
と
、
そ
の
気
が
燃
え
あ
が
っ
て
妖
怪
が
お
こ
る
も
の
で
す
。
妖
怪
と
い
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う
も
の
は
人
間
自
身
か
ら
お
こ
る
も
の
で
、
人
に
す
き
が
な
い
と
、
妖
怪
そ
れ

自
身
か
ら
お
こ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
常
に
守
る
べ
き
道
を
行
わ

な
い
と
妖
怪
が
起
こ
り
ま
す
。
鄭
が
常
の
道
を
行
わ
な
い
か
ら
こ
そ
妖
怪
が
お

こ
っ
た
の
で
す
」
と
答
え
た
。 

【
前
掲
『
新
釈
漢
文
大
系
第
三
〇
巻 

春
秋
左
氏
伝 

一
』
一
九
三
～
一
九
五
頁
】 

 

（
ｑ

）
道
理
に
暗
い
多
勢
に
は
勝
て
な
い 

／
た
と
へ
は ば 

御
支
配

１

２

８

の
堀
の
内

１

２

９

祖
師

そ

し

は
木
に
て
刻
み
た
る
像
に
て
、
も 

と
は
日 碑

も
ん

文

谷 谷

１

３

０

に
某
と

申
も
う
す

日
蓮
宗
の
寺
有
之
所
、
主
僧
不 ふ 

届
と
ど
き

之
事
あ
り
て
其
寺
取
払
に
被
仰
付
た
る

１

３

１

を
、
禅
か 

天
台
に
て
其
寺
を
も
ら
ひ
申
候
。
其
節
彼 か

の

木
像
は
門
前 

に
す
て
ら
れ
た
る
を
日
蓮
宗
之
道
心
坊

１

３

２

背 せ

負 お
い

て
堀
の
内 

へ
参
り
日
蓮
自
作
と
や
ら
ん
申
よ
り
、
彼 か

の

宗
の
も
の

者

と
も

共

 

追
々
尊
信
し
て
次
第
に
栄
へ
、
今
は
い
さ ざ

り
１

３

３

か
立
た
の
死
者 

か

蘇
よ
み
が
え
っ

た
の
と
申
に
い
た
る
。
此
木
像
に
霊
有
る
に
は
あ
ら 

さ ざ

れ
と ど

も
尊
信
の

夥

敷

お
び
た
だ
し
き

故
、
其 そ

れ

等 ら

の
心
か が

一
団
り
に
な
る 

故
、
其 そ

の

様 よ
う

な
る
不
思
議
も
あ
る
様
に
な
り
申
候
。
そ
れ
ゆ
へ

故
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道
理
の
明
な
る
小
勢
は
道
理
の

暗
く
ら
き

多
勢
に
は
か 勝

た
れ 

不
申
候
。
此
を
人
情

１

３

４

と
申
候
。
さ
れ
は ば 

御
前
様
の
御
家
を
継 つ

が

せ
ら
る
ゝ
を
数
千
の
御
家
来 

六
七
万
の
百
姓
と ど

も
、
道
灌
様
以
来
血
統
た 絶

へ
た
り
と
存 

し じ

候
心
こ
そ
お
そ
ろ
し
く
奉
存
候
。
た
と
へ
御
役
人
共
と 

御
側
近
く
御
懇
命
を

蒙
こ
う
む
り

候
も
の
と
数
十
人
く
ら
い
に 

て
根
気
限
り

奉

祈

い
の
り
た
て
ま
つ
り

候
て
も
、
六
七
万
以
上
の
道
理
暗
き
も 

の
ゝ

思
お
も
い

か が

一
団
り
に
集
り
自
然
と

結
む
す
ん

て で

祟
と
な
る
に
は 

と
て
も
勝
た
れ
不
申
候
。
右
に
付
申
上
候
は

古
い
に
し
え

よ
り

転
わ
ざ
わ
い 

禍
て
ん
じ
て

為
ふ
く
と

福 な
す

１

３

５

と
聖
賢
も
被
仰

お
お
せ
ら
れ

た
り
。
今
其 そ

の

祟
を
引
か
へ
福
と 

遊
あ
そ
ば

し
、
数
千
の
御
家
来
六
七
万
の
百
姓
は
申
に
不
及

お
よ
ば
ず

、
上
は 

公
方

く

ぼ

う

様
を

初
は
じ
め

奉
り
天
下
中
に
世
に
も
め
て で

度 た
き

賢
君
と 

御
前
様
を

称
し
ょ
う

し
奉
り
、
し
か
も 

御
夫
婦
様
よ
り
御
子
孫
迠 ま

で

御
繁
栄
相
違
な
き
道
理
に

遊
あ
そ
ば
す 

し
か
た

仕

方

は
、
前
文
申
上
候
御
養
（
子
カ
）
の
御
事
、
惟 た

だ 
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御
前
様
の
急
度

き

っ

と

か
く
遊
し
度 た

し

と
申
御
一
念
に
て
、
此

掌
た
な
ご
こ
ろ

を
か 返 

へ
す

す

よ
り
も
や
す
き
御
事
に
御
坐
候
。
／ 

１
２
８
・
太
田
資
始
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
か
ら
十
一
年
（
一
八
二
八
）
ま
で
寺
社
奉

行
を
務
め
て
い
て
、
寺
院
は
そ
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。 

【
『
太
田
家
譜
』
巻
之
五
】 

１
２
９
・
東
京
都
杉
並
区
に
あ
る
日
蓮
宗
寺
院
の
妙
法
寺
の
こ
と
。
同
寺
は
目
黒
碑
文
谷

の
法
華
寺
の
末
寺
だ
っ
た
が
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
身
延
山
久
遠
寺
の
直
末

と
な
り
、
こ
の
と
き
法
華
寺
か
ら
「
除
厄
（
や
く
よ
）
け
日
蓮
大
聖
人
の
霊
像
」
（
除

厄
け
祖
師
）
を
迎
え
、
霊
験
あ
ら
た
か
で
人
々
の
信
仰
を
集
め
た
と
い
う
。 

 

【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
日
蓮
宗
本
山
や
く
よ
け
祖
師 

堀
之
内
妙
法
寺
』
】 

 
 

・
落
語
「
堀
の
内
」
は
、
妙
法
寺
を
題
材
と
し
て
い
る
。
噺
の
概
要
は
、
そ
こ
つ
（
そ

そ
っ
か
し
い
）
者
が
そ
こ
つ
を
治
す
た
め
、
堀
の
内
の
お
祖
師
さ
ま
に
お
参
り
し
よ
う

と
歩
き
出
し
た
が
、
反
対
方
向
の
両
国
の
方
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
観
音
様
と
お
祖

師
様
を
間
違
え
た
り
。
出
直
し
て
堀
の
内
に
お
参
り
で
き
た
が
、
そ
の
後
も
そ
そ
っ
か

し
い
の
は
治
ら
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
。 【

前
掲
『
増
補
落
語
事
典
』
「
堀
の
内
」
項
】 

１
３
０
・
碑
文
谷
。
東
京
都
目
黒
区
の
地
名
。 

１
３
１
・
関
東
の
日
蓮
宗
不
授
不
施
派
を
統
率
し
て
い
た
碑
文
谷
の
法
華
寺
が
、
元
禄

十
一
年
（
一
六
九
八
）
に
取
り
つ
ぶ
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
法
華
寺

は
天
台
宗
に
改
宗
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
は
円
融
寺
と
改
称
し
、
現
在
に

至
る
。 

 
 

 

【
目
黒
区
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
歴
史
を
訪
ね
て 

円
融
寺
」
】 

・
不
授
不
施
派
と
は
、
法
華
経
の
信
者
以
外
に
は
布
施
を
受
け
ず
、
施
さ
ぬ
主
義
で
、

幕
府
に
禁
圧
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
不
授
不
施
派
」
】 

１
３
２
・
乞
食
坊
主
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
道
心
坊
」
項
】 

１
３
３
・
足
の
立
た
な
い
身
体
障
害
者
。
【
前
掲
『
旺
文
社
古
語
辞
典
』
「
ゐ
ざ
り
」
項
】 

１
３
４
・
人
心
の
自
然
の
動
き
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
人
情
」
項
】 

１

３

５

・
『

戦

国

策

』
（

前

漢

の

劉

向

〈

り

ゅ

う

き

ょ

う

〉

編

）
「

燕

巻

」

に

、

蘇

秦 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

が
斉
の
宣
王
に
対
し
、
強
国
で
あ
る
秦
・
恵
王
の
娘
婿
の
燕
・
易
王
か
ら
斉
が
奪
っ
た

十
城
を
燕
に
返
還
す
れ
ば
、
秦
も
燕
も
斉
に
恩
義
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
と
説
得
す
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る
言
葉
の
中
に
「
転
禍
為
福
」
の
語
が
あ
る
。 

【
福
田
襄
之
助
・
森
熊
男
著
『
新
釈
漢
文
大
系
第
四
九
巻 

戦
国
策
〔
下
〕
』 

（
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）
一
二
二
七
～
一
二
二
八
頁
】 

 

（
ｒ

）
血
脈
に
返
せ
ば
後
世
ま
で
も
名
誉 

／
尚
太
郎
様
は
最
早

も

は

や 

廿 は
た

歳 ち

近
く
、 

御
前
様
御
養
子
に
は
御
不
釣
合

ふ

つ

り

あ

い

に
も
可
被
思
召
、
其
下
に 

猶 な
お

御
幼
稚
之
方
両
三
人

１

３

６

も
御
在 あ

り

候
様
に

承

う
け
た
ま
わ
り

及
候
。
右
之
内 

を
御

択
え
ら
び

被
遊
御
壹
人

一

人

御
養
子
に
被
成
候
は
ゝ ば

、
万
一 

御
先
祖
様
方
此
迠

こ
れ
ま
で

御

恨
う
ら
み

御
坐
候
と
も
、
誠
の
御
血
脈
に 

御
か
へ

返

し
被
遊
、
唯
今
迠
御
祭
も
た 絶

へ
さ
せ
ら
れ
た
る
所
、
再
ひ び 

御
血
脈
に
よ
ら
せ
ら
れ
候
よ
う
に
な
り
た
る
を
御

歓
よ
ろ
こ

ひ び 

被
遊
、
六
七
万
の
御
家
来
御
百
姓
も
難
有

あ
り
が
た
く 

我
君
の
思
召
と
し 知

る
も
し 知

ら
ぬ
も

可

奉

仰

あ
お
ぎ
た
て
ま
つ
る
べ
し

。
其
難
有
と 

申
大
勢
の
心
か が

一
団
り
に
相
成
候
得
は ば

、
そ
れ
か が

御
繁
栄 

の
根
本
に
て
、
御
役
人
共
御
側
近
御
懇
命
を
蒙
る
も
の

者

と ど 
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も
と
数
千
の
御
家
来
六
七
万
の
百
姓
と ど

も
と
一
同
に
御
祈 き 

祷 と
う

仕
る
に
て
御
坐
候
。
そ
れ
よ
り 

上
様

１

３

７

に
も
必
定

ひ
つ
じ
ょ
う

１

３

８

御
感
心
被
遊
、 

御
前
様
は
御
年
若
に
は
候
へ
と ど

も
格
別
の
心
懸
ケ
あ
る 

も
の
と

自
お
の
ず

と
御
覚
も
深
く
な
ら
せ
ら
る
へ べ

し
。
且
は
前
文

申
も
う
し 

上 あ
げ

候
、 

御
前
様
御
家
に
御
養
君
に
被
為
入

は
い
ら
せ
ら
れ

候
を
世
上
に
て 

堀
田
様
は
張
り
あ
て
た
手
も
不
濡

ぬ
ら
さ
ず

に
五
万
石
を
と
ら
れ 

た
、
太
田
様
は
先
祖
代
々
御
苦
労
の
遺
領

い
り
ょ
う

を
血
脈
の
方 

を
す
て
ゝ
他
姓
に
わ
た
さ
れ
た
な
と ど

ゝ
笑
合
申
候
も
の

者

と ど 

も
ゝ
、
奈
何
様

い

か

よ

う 

御
前
様
は
御
厚 こ

う

運 う
ん

、
御
厚
運
之
御
方
は
ま
た
格
別
之
御 

器
量
御
徳
義
も
あ
ら
せ
候
も
の
哉 か

な

。
堀
田
様
は
養
子
に 

し
や
つ
た
り
、
太
田
様
は
養
子
に
も
も
ら

貰

つ
た
り
と
、 

方
叟

ほ
う
そ
う

様
に
も 
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見
了
院
様
に
も
御
養
実

１

３

９

と
も
格
別
之
御
深
慮

し
ん
り
ょ

御
坐
候 

と
、
以
前
之
笑
合
候
事
を
引
か
へ
御
誉 ほ

め

申
上
奉
る
へ べ

し
。
左
候 

へ
は ば

天
下
後
世

こ
う
せ
い

迠 

御
前
様
之
御
名
誉

伝
つ
た
え

候
事

無

疑

う
た
が
い
な
し
と

御
う
け
合
奉
申
上 

候
そ
う
ろ
う

。
／ 

１
３
６
・
当
時
、
内
蔵
頭
に
は
尚
太
郎
以
下
四
人
の
男
子
が
あ
っ
た
。
註
３
７
参
照
。 

１
３
７
・
当
時
の
将
軍
は
十
一
代
家
斉
。 

１
３
８
・
た
し
か
に
。
き
っ
と
。
か
な
ら
ず
。 

 
 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
必
定
」
項
】 

１
３
９
・
養
家
（
太
田
家
）
と
実
家
（
堀
田
家
）
。 

 

（
ｓ

）
水
戸
光
圀
の
場
合 

／
〇
个 か

様 よ
う

申
上
候
て
も
、
証
拠
な
き
事
に
て
は
御
疑
も 

あ
ら
せ
る
へ べ

し
。
其
証
拠
と
申
は
、
昔
水
戸
御
初
代
中
納 

言
頼
房

よ
り
ふ
さ

卿
１

４

０

に
二
人
の
若
殿
あ
り
。
御
兄
頼
重
君

１

４

１

は
頼 

房
卿
の
御
意
に
不
被
為
入
、
因
而

よ

っ

て

十
二
万
石
の
高
松
家 

と
被
為
成

な

ら

せ

ら

れ

、
其
舎
弟
光 み

つ

圀 く
に

卿
１

４

２

を
六
七
才
に
て
御
家
督
に
被 

成
候
。
世
に
名 な

高
だ
か
き

水
戸
黄
門
義 ぎ

公 こ
う

様
に
て
御
坐
候
。
義
公 

十
五
六
歳
に
而
史
記
の
伯 は

く

夷 い

伝
１

４

３

を
読 よ

み

玉
ふ

た

も

う

て
、
殷 い

ん

の
世 
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孤 こ

竹 ち
く

と
い
ふ
国
の
君
に
伯
夷

叔
し
ゅ
く

斉 せ
い

と
申
兄
弟
の
子
あ
り
。 

父
君
兄
の
伯
夷
を
す
て
ゝ
弟
の
叔
斉
を

世

嗣

せ
い
し
（
よ
つ
ぎ
）

と

定
さ
だ
め

ら
れ 

た
る
を
、
父

卒
し
ゅ
っ

し
て
叔
斉
兄
の
伯
夷
に
譲
り
て
兄
こ
そ
家 

督
を
継 つ

ぐ

る
へ べ

し
と
あ
り
た
れ
は ば

、
兄
の
伯
夷
は
叔
斉
の
家 

督
た
る
事
父
の
命
な
り
と
て
出
奔

し
ゅ
っ
ぽ
ん

さ
れ
た
り
。
叔
斉
も
ま 

た
兄
の
う
く
へ べ

き
家
督
を
受
る
は
不
義
な
り
と
て
出
奔 

し
ぬ
。
此
に
於
い
て
国
人
其 そ

の

中
子
を
立
て
家
督
と
す
と
い
ふ 

に
い
た
り
て
、
吾 わ

れ

等 ら

家
督
と
な
り
兄
君
を
高
松
の
末
家
に 

し
て
は
す
ま
ぬ
事
と
思
召
、
夫 そ

れ

よ
り
妾
腹

し
ょ
う
ふ
く

に
懐
妊
す
る
も
の 

あ
れ
は ば

皆
薬
を

用
も
ち
い

て
流
産
せ
ら
る
。
御
本
腹
の
御
子
を 

高
松
家
を
嗣 つ

が

し
め
高
松
家
の
若
殿
を
御
養
君
に

遊
あ
そ
ば

さ
る
。 

此 こ
れ

水
戸
三
代
目
中
納
言
綱
條

つ
な
え
だ

卿
な
り
。
夫 そ

れ

故 ゆ
え

水
戸
義
公
を 

当
時

と

う

じ 

厳 げ
ん

有
ゆ
う
・

・

常
じ
ょ
う

憲 け
ん

御
両
代
に
も
格
別
御
尊
敬
被
遊
、
今
日
迠
も 

義
公
申
せ
は ば

誰
に
て
も
難
有

あ
り
が
た
き

御
君
と
申
様
に
御
名
誉 
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伝
り
申
候

１

４

４

。
此
は
御
兄
様
の
御
家
督
た
る
へ べ

き
を
父
の 

命
故
御
幼
年
に
て
何
の

弁
わ
き
ま

へ
な
く
被
為
受
候
を
、
御 

成
長
に
て
不
義
と
思
召
候
て
其
御
子
様
に
か
へ

返

し
玉
ふ 

な
り
。 

御
前
様
に
も
御
幼
年
に
而 て

御
家
を
継
せ
ら
れ
た
る
事
、
義 

公
と
御
同
様
に
被
為
入

い

ら

せ

ら

れ

候
得
と ど

も
、 

御
前
様
は
紀
姓
に
て
御
家
は
源
姓
な
れ
は ば

、
水
戸
と 

高
松
家
と
の
御
兄
弟
と
は
猶 な

お

又
格
別
之
御
相
違
に
御
坐 

候
。
兄
の
家
督
を
同
腹
之
弟
受
た
る
さ
へ
右
之

通
と
お
り

な
れ
は ば

、 

御
紀
姓
に
而
源
姓
を
被
為
継

つ

が

せ

ら

れ

た
る
所
を
能
々

よ
く
よ
く

御
推 す

い 

窮
き
ゅ
う

１

４

５

被
遊
、
く
れ
〳
〵

ぐ

れ

も
御
末
家
よ
り
御
養
子
の
御
事 

急
度

き

っ

と

１

４

６

思
召
被
立
候
事
、
奉
（
乍
カ
）

１

４

７

恐
道
理
に
も
人
情
に
も
難

遁
の
が
れ 

御
事
に
御
坐
候

ご
ざ
そ
う
ろ
う

１

４

８

／ 

１
４
０
・
徳
川
頼
房
（
慶
長
八
年
〈
一
六
〇
三
〉
～
寛
文
元
年
〈
一
六
六
一
〉
）
。
徳
川
家

康
の
十
一
男
、
母
は
正
木
氏
於
万
の
方
（
養
珠
院
）
。
太
田
康
資
の
女
で
家
康
の
側

室
と
な
っ
た
英
勝
院
に
養
育
さ
れ
る
。
水
戸
藩
（
二
十
八
万
石
）
徳
川
家
の
祖
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
前
掲
『
戦
国
人
名
辞
典
』
「
徳
川
頼
房
」
項
】 

１
４
１
・
松
平
頼
重
（
元
和
八
年
〈
一
六
二
二
〉
～
元
禄
八
年
〈
一
六
九
五
〉
）
。
寛
永
十
六
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年
（
一
六
三
九
）
に
常
陸
国
下
館
で
五
万
石
を
領
し
た
が
、
同
十
九
年
に
讃
岐
国
高
松

十
二
万
石
の
領
主
と
な
っ
た
。 

 

【
前
掲
『
日
本
史
人
物
辞
典
』「
松
平
頼
重
」
項
】 

・
頼
重
の
母
は
、
常
陸
松
岡
城
主
の
戸
沢
政
盛
の
家
臣
谷
重
則
の
娘
の
久
子
。
頼
房

は
久
子
を
寵
愛
し
て
い
た
が
、
頼
重
が
生
ま
れ
た
と
き
は
、
久
子
を
側
室
と
し
て
幕

府
に
届
け
出
る
前
だ
っ
た
の
で
、
世
子
と
す
る
こ
と
は
無
理
だ
っ
た
と
い
う
。 

 
 

 
 

【
鈴
木
暎
一
著
『
徳
川
光
圀
』
（
山
川
出
版
社
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
人
、

二
〇
一
〇
年
）
八
頁
】 

・
関
係
す
る
水
戸
家
の
略
系
図
は
以
下
の
通
り
。  

【
前
掲
『
徳
川
光
圀
』
九
頁
よ
り
作
成
】 

１
４
２
・
徳
川
光
圀
（
寛
永
五
年
〈
一
六
二
八
〉
～
元
禄
十
三
年
〈
一
七
〇
〇
〉
は
『
大
日

本
史
』
編
纂
を
進
め
る
な
ど
水
戸
学
の
基
礎
を
築
き
、
ま
も
な
く
光
圀
の
逸
話
や
伝
記

が
書
か
れ
、
近
世
後
期
に
は
そ
れ
ら
に
影
響
さ
れ
た
光
圀
を
名
君
と
す
る
講
談
・
実
録

本
が
記
さ
れ
た
。 

 
 

 

【
前
掲
『
新
版
角
川
日
本
史
辞
典
』
「
徳
川
光
圀
」
項
】 

・
光
圀
の
母
は
頼
重
と
同
じ
久
子
。
光
圀
が
跡
継
ぎ
と
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、

久
子
の
産
ん
だ
頼
重
を
世
子
に
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
光
圀
を
世
子
に
す
る
の

は
将
軍
家
光
の
命
令
と
い
う
形
に
し
て
他
の
側
室
の
嫉
妬
を
か
わ
し
た
と
考
え
ら
れ

る
と
い
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
前
掲
『
水
戸
光
圀
』
八
～
十
頁
】 

１
４
３
・
司
馬
遷
著
『
史
記
』
の
「
列
伝
」
に
、
以
下
の
話
が
載
っ
て
い
る
。 

殷
の
諸
侯
孤
竹
君
に
伯
夷
と
叔
斉
と
い
う
子
が
あ
り
、
父
は
弟
の
叔
斉
を
跡

継
ぎ
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
父
の
死
後
、
叔
斉
は
兄
の
伯
夷
に
跡
を
継
い

で
も
ら
お
う
と
し
た
が
、
伯
夷
は
父
の
考
え
に
背
く
と
し
て
立
ち
去
っ
た
。
叔

斉
も
跡
を
継
ぐ
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
兄
の
後
を
追
っ
て
去
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
、
国
の
人
は
真
ん
中
の
子
を
跡
継
ぎ
と
し
た
。 

伯
夷
と
叔
斉
は
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
討
伐
し
よ
う
と
す
る
の
を
諌
め
た

　

（

水

戸

②

） 　

（

水

戸

③

）

　

（

高

松

②

）

頼

房

頼

重

綱

條

頼

常

光

圀

　

（

高

松

①

）

　

（

水

戸

①

）
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が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
周
の
世
に
な
る
と
首
陽
山
に
隠
棲
し
て
餓
死
し
た
。 

【
水
沢
利
忠
著
『
新
釈
漢
文
大
系
第
八
八
巻 

史
記
八 

列
伝
一
』 

（
明
治
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
三
四
～
三
五
頁
】 

１
４
４
・
光
圀
在
世
当
時
の
諸
大
名
の
評
判
記
と
い
う
べ
き
『
土
芥
讎
寇
記
』
巻
三
の

光
圀
の
項
に
、
文
武
両
道
を
学
び
、
仏
道
を
修
行
し
、
学
者
を
招
い
て
学
問
興
隆

に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
世
評
も
仁
礼
明
哲
の
良
将
、
天
下
の
至
宝
た
る
べ
し
と
、

最
大
級
の
賛
辞
を
呈
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
【
前
掲
『
水
戸
光
圀
』
四
頁
】 

・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
水
戸
黄
門
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
光
圀
が
諸
国
を
め
ぐ
っ
て
代

官
や
悪
徳
商
人
ら
の
不
正
を
暴
く
「
黄
門
名
君
説
」
は
、
十
八
世
紀
半
ば
こ
ろ
の
『
水

戸
黄
門
仁
徳
録
』
と
い
う
実
録
小
説
が
起
源
ら
し
く
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
全

国
的
な
広
が
り
を
み
せ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
【
前
掲
『
徳
川
光
圀
』
一
～
二
頁
】 

１
４
５
・
道
理
を
お
し
は
か
っ
て
考
え
き
わ
め
る
こ
と
。 

【
前
掲
『
広
辞
苑
』
「
推
究
」
項
】 

１
４
６
・
す
ぐ
に
。
す
ば
や
く
。 

【
前
掲
『
旺
文
社
古
語
辞
典
』
「
急
度
・
屹
度
」
項
】 

１
４
７
・
「
奉
」
の
横
に
「
乍
カ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
筆
写
者
に
よ
る
も
の
。 

１
４
８
・
旗
本
太
田
家
か
ら
養
子
を
迎
え
る
よ
う
資
始
が
決
断
す
る
こ
と
は
、
道
理
の
上

か
ら
も
人
情
か
ら
も
避
け
ら
れ
な
い
、
と
い
っ
た
意
味
に
な
ろ
う
。 

 
(

続)
 


